
平成30年8月発行　第16号 平成30年8月発行  第16号

　

写真

- 1 -

くるめ青色申告会だより
 FAX 0942-33-0933

 〒830-0022 久留米市城南町15-5

 TEL 0942-33-0213

《第16号》 ★ホームページ開設しました！★

■発行 久留米青色申告会  ■発行人 長谷広信  ■発行日 平成30年8月
「久留米青色申告会」で検索下さい
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ブルーリターンＡ 検索

ブルーリターンＡについての
お尋ねは、
久留米青色申告会事務局まで

ＴＥＬ：０９４２－３３－０２１３

事業所名： とんやどんや久留米一番街店

事業主名： 桐明 理恵
事業所所在地：久留米市東町３９－２ 北村ビル２階

Ｔ Ｅ Ｌ： ０９４２－２７－８０７８

「平成２９年度通常総会を終えて」 久留米青色申告会 会長 長谷広信

会員の皆様、残暑お見舞い申し上げます。

７月の九州北部豪雨では、近隣の朝倉市、東峰村、日田

市において甚大な被害が発生しました。被災された皆様に

は心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の１日も

早い復興をお祈り申し上げます。

さて、６月１３日の平成２９年度通常総会は参加いただ

いたご来賓の皆様、会員の皆様のご協力により無事終了し、

平成２９年度の事業計画が承認されました。今年度の全青

北部九州ブロック大会は１０月１９～２０日に伊万里市で

開催されます。１泊での行事となりますが多くの会員の皆

様の参加をお願いします。また、「やさしいシリーズ研修

会」をはじめ、女性部主催の「健康セミナー」、一般部会

主催の「日帰り旅行」も計画されていますので奮ってご参

加ください。

●導入時価格 ２７，０００円 （別途消費税）

内訳：本体価格 １８，０００円、３年分保守料 ９，０００円

※毎年、税制改正に対応したソフトをお送りします。

※４年目以降の更新料は３年分保守料９，０００円（別途消費税）

のみ必要

●対応ＯＳ Windows１０ ／ Windows８．１

Windows７

また、ブルーリターンＡを利用されている会員の皆様に

は、確定申告書の提出がｅ-Ｔａｘでできるよう研修会を

開催しますので是非挑戦してください。

それから、近年災害が多いので、災害ごとに特別立法さ

れていた税制上の措置が平成２９年度税制改正で常設化さ

れました。個人では、住宅借入金等を有する場合の所得税

額の特別控除についての見直し（平成２９年分以後の所得

税から）等が措置されました。

今年度当会は、やさしいシリーズ研修会をはじめ様々な

事業を行いますが、皆様のご参加が不可欠です。当会の運

営にご協力をよろしくお願い申し上げます。

当会の運営状況については、久留米青色申告会ホーム

ページをご覧ください。

猛暑、酷暑の日々に何度暑いですねぇと挨拶を交わしたことでしょうか。

ニュースに度々久留米の名が踊り、すっかり高温の地のイメージが定着した感がありま

すが、土曜夜市や夏祭りに集う人々の賑わいと活気に、どっこい、記録的な暑さにもへ

こたれない、庶民パワーを肌に感じました。

あと、ひと息頑張れば、爽やかな風吹く実りの秋が待っています。

どうぞ、みなさまお元気で。（千）

６月１３日（水）、ハイネスホテル久留米にて平成３０年度通常総会を開催し、全ての議案が原案通り可決されま

した。

承認された平成３０年度事業計画の概要は以下の通りです。

１、会員指導事業の充実

・年数回の「やさしいシリーズ研修会」を中心とした各種

研修会を開催

・会計ソフトブルーリターンＡによるｅ－Ｔａｘの普及強化

２、青色コーナーの充実強化

・確定申告期に税務署内に設置される青色コーナーにおいて

青色申告制度の普及促進を積極的に展開

３、役職員研修事業の実施

・先進地青色申告会の視察

・役職員の資質向上、他青色申告会との交流

４、女性部活動の充実強化

・女性部主催セミナー等の開催

・青色コーナーへの積極的協力

・セミナーの開催

５、青年部活動の充実強化

・親会事業への積極的協力および部員間の連携強化

・他青色申告会青年部との連携強化

・各団体との交流事業

６、広報活動の充実

・ホームページの随時更新による情報発信の強化

※ WEB検索サイトにて「久留米青色申告会」で検索ください。

７、組織の強化拡充

・各種研修会・事業を通じての会員増強

８、陳情・要望活動

・上部団体と連携した税制改正運動を展開

挨拶を行う長谷広信会長

記念講演で講演されるＪＲ久留米駅 山口和浩駅長

皆様のお蔭をもちまして、平成２９年度の使用済み
切手の収集枚数は、１，８７１枚でした。
６月の久留米青色申告会通常総会時には、運動の趣

旨にご賛同いただいた久留米税務署の杉野所長から使
用済み切手を１０，０９４枚頂きました。
女性部は平成２９年に下川眞理子氏から梅野千枝子

氏に女性部長を交代し、平成３０年度をスタートしま
した。今年度も久留米女性部では、青色コーナーの協
力など、さまざまな活動を行って参ります。

★使用済み切手を集めています★

皆さまの事業所やご家庭に「使用済み切手」はありませんか？
当会女性部で集めた切手は、一般社団法人全国青色申告会総連合を通じて、東京青梅の老

人ホーム「聖明園福祉協会」へ送られます。
切手は、周りを1cm程度残して、当会にお越しの際に事務局にお渡しください。

和風居酒屋を開業し、平成２６年に青申会へ入会すると同時に、会

計ソフト「ブルーリターンＡ」を使って日々の記帳から確定申告書の

作成まで行っています。

当店は「黒豚ねぎしゃぶ鍋（２人前 税別２，８８０円）」が名物

で、たくさんのお客様に喜ばれております。

黒豚は霧島黒豚を使い、肉の甘みとねぎの相性がよく美味しいと評

判です。

お席はカウンター席、掘りごたつ席、個室もご用意しており、居心

地の良い落ち着いた雰囲気の店内です。

宴会コースもございますので、ぜひ、お気軽にお越しください！

通常総会時のセレモニーにて、久留米税務署杉野署

長から使用済み切手を頂きました。
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特許相談 ：弁理士が、特許、意匠、商標、実用新案に関する相談をお受けします（第１・第３水曜）。秘密厳守。

- 3 -

司法書士相談

法律相談 ：弁護士が経営上の法律に関する相談をお受けします（第１・第３金曜）。

お問合せ：久留米商工会議所経営支援課（0942-33-0213）

：司法書士が会社・法人登記・不動産登記・債務整理等の相談をお受けします（第２火曜）。

：中小企業診断士が創業、経営革新等の各種相談をお受けします（毎週火曜）。

事業承継相談

経営相談

久留米商工会議所定例窓口無料相談のお知らせ
※月曜日から金曜日まで随時行っておりますので事前にお問合せ下さい。

：親族・社員・第三者への事業承継をはじめ、事業の譲渡・譲受に関する相談をお受けします（第１・第３月曜）。

「セルフメディケーション税制について」

久留米青色申告会 会長 長谷広信 税理士

１．制度の概要

医療費抑制のために医療用医薬品から一般用医薬品等（市販されている医薬品）への代替化を進める

観点から医療費控除の特例が創設されました。

（1）特定一般用医薬品（厚生労働省ＨＰで確認できます）の購入費が12,000円を超えるときは、その

超える金額（88,000円が限度）を所得から控除できます。

（2）適用期間‥平成29年1月1日から平成33年12月31日まで。

（3）対象者‥自己・生計が一の配偶者、その他の親族のための購入。

２．留意点

（1）この特例の適用をうける場合は従来の医療費控除は適用できません。

（2）「一定の取組」が必要（証明が必要です）

①保険者が実施する健康診査 ②市町村が行う健康診査 ③予防接種 ④勤務先の定期健康診断

⑤特定健康診査（メタボ検診） ⑤市町村が実施するがん検診

（3）治療のための市販医薬品は従来の医療費控除に適用できます。

３．平成29年度税制改正（添付書類が変わります）

（1）医療費控除

【改正前】‥領収書 【改正後】→医療費の明細書（領収書は保管）又は医療費通知書

（2）セルフメディケーション税制

【改正前】‥医薬品の領収書 【改正後】→医薬品購入費の明細書（領収書は保管）

※経過措置 平成29年～平成31年までは従来の領収書の添付又は提示でも適用できます。

連載 読み物 vol.14

５月１２日（土）、ＢＡＳＩＣ久留米にて、久留米税務署職員チームとの交流フットサル試合を開催し

ました。当日は、好天にも恵まれ、大変多くの職員の方々に参加いただきました。中村青年部長はじめ参

加者一同楽しく汗を流しながらゲームをして、中には本気（？）のプレーや気持ちに体がついていっていな

い往年の名選手のプレーなどが続出し、両チームの声援や笑い声ありの和やかな雰囲気の中、大変盛り上

がった交流試合となりました。

・１０月 ５日（金） 一般部会新入会員交流会

・１０月１８日（木）～１９日（金） 北部九州ブロック大会（長崎市）

・１０月３０日（火） やさしいシリーズ研修会「会計ソフトブルーリターンＡ」編

・１１月１０日（土） 一般部会会員交流事業「日帰り旅行」（福岡県糸島市）

６月１５日（金）、２０日（水）の２日間で「やさしいシリーズ研

修会」の『初心者のための帳簿のつけ方編』（参加者３１名）と『青

色申告の簡易帳簿のつけ方編』（参加者２７名）を開催しました。２

日間とも当会の役員である中野厳章税理士が講師を務め、初日の帳簿

のつけ方編では、記帳の必要性や領収証等の帳簿整理の仕方について、

２日目の簡易帳簿のつけ方編では、簡易帳簿の記入の仕方などについ

て初心者向けにわかりやすく説明して頂きました。参加者からは、

「軽減税率制度が適用されたときの記帳の仕方も知りたい」など

という声を頂きました。

７月２５日（水）当会の役職員８名は、全青色九州ブロック別の研修会に参加しました。本研修会は、

毎年、全国の青申会役職員向けに開催されているものです。当日は、平成２９年度の税制改正運動と今

後の取組み等についての報告や、会計ソフト「ブルーリターンＡ２０１９」の改善内容や、新しく新設

された機能などについて説明がされました。

来年１０月から消費税率の引上げ等が始まります。会計ソフト「ブルーリターンＡ２０１９」では、

決算や申告書作成に対応できるタイミングで、改訂版をお送りする予定です。
快晴の下、楽しく交流を深めることができました！

８月２日（木）に「女性部研修会」として『レザークラフト体験』を行いました。

当日は、久留米青色申告会の会員でもある革ノ花宗 代表ますだじゃり氏を講師としてお招きし、革に

ついて丁寧にお話しいただきました。

その後、１枚の型抜きされた革に型押しで思い思いの模様をつけて、コインケースを作成しました。

参加者からは「革がいろいろな行程を経て作られていることや、種類があることを知らなかった。」

「型押しをして模様を作るのはとても楽しかった」などという声を頂きました。

青年部員募集！

当会青年部では、親会事業への協力、部

員間の積極的な異業種交流など、元気に

活動しています。

当会会員ご本人もしくは事業専従者の方

で５５歳未満の方は男女問わずどなたで

も入部可能です！

詳しくは当会事務局までお尋ねください。

ＴＥＬ：０９４２－３３－０２１３


